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第６節 危険物の貯蔵又は処理に供する建築物等の用に供する開発行為〔法第３４条第８号〕法第３４条第８号政令で定める危険物の貯蔵又は処理に供する建築物又は第一種特定工作物で、市街化区域内において建築し、又は建設することが不適当なものとして政令で定めるものの建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為令第２９条の６法第３４条第８号（法第３５条の２第４項において準用する場合を含む。次項において同じ。）の政令で定める危険物は、火薬類取締法（昭和２５年法律第１４９号）第２条第１項の火薬類とする。２ 法第３４条第８号の政令で定める建築物又は第一種特定工作物は、火薬類取締法第１２条第１項の火薬庫である建築物又は第一種特定工作物とする。［審査基準 １］開発許可制度運用指針Ⅰ－６ 法第３４条関係（第１４号以外）Ⅰ－６－６ 第８号、第９号関係［審査基準 ２］危険物の貯蔵又は処理に供する建築物又は第一種特定工作物は、その態様からして、市街化調整区域内に立地することを否定すべきものとはいえない。


